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Ｑ 
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Ａ 

仕
組
み
と
改
正
内
容
を
学
ぼ
う

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
興
味
が
わ
い
て
き
た
コ
ウ
セ
イ
く
ん
は
、
お
じ
い
さ
ん
に「
も
っ
と
詳
し
く
教
え
て
」と
言
っ
て
、
疑
問
を
投
げ
か
け
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
の
答
え
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

　
個
人
型
確
定
拠
出
年
金

の
仕
組
み
を
教
え
て
！

➡

A1
日
本
の
企
業
年
金
に
は

主
と
し
て「
確
定
給
付
企

業
年
金
」と「
確
定
拠
出

年
金
」が
あ
り
ま
す
。

前
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
加
入
者
が
将
来

受
け
取
る
年
金
給
付
の
算
定
方
法
が
決

ま
っ
て
い
る
制
度
で
、
資
産
は
企
業
が
運

用
し
ま
す（
図
表
１
）。

後
者
の
確
定
拠
出
年
金
に
は
企
業
型
と

個
人
型
が
あ
り
、
企
業
型
の
場
合
は
事
業

主
が
掛
金
を
決
め
て
拠
出
し
、個
人
型（
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）は
個
人
で
加
入
し
ま
す
。
運

用
は
、
企
業
型
、
個
人
型
と
も
に
、
加
入

者
の
責
任
で
行
い
ま
す
。
将
来
の
給
付
額

は
、
掛
金
と
そ
の
運
用
益
の
合
計
を
も
と

に
決
定
さ
れ
る
仕
組
み
で
す
。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
60
歳
ま
で
掛
金
を
拠

出
し
、
加
入
期
間
な
ど
に
応
じ
て
受
給
を

図表1　確定給付企業年金と確定拠出年金

Q1

Part

1

確定給付企業年金 確定拠出年金

あらかじめ給付の算定方法が決まっている

企業が運用 加入者
個人が運用

あらかじめ拠出額が決まっている

拠出

給付

拠出

給付

(C) 2016 日本医療企画.
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開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
が
決
ま
り

ま
す
。
掛
金
は
、
運
営
管
理
機
関（
ｉ
Ｄ

ｅ
Ｃ
ｏ
を
取
り
扱
う
金
融
機
関
）が
提
示

す
る
運
用
商
品
の
中
か
ら
加
入
者
が
選
ん

だ
も
の
で
運
用
し
ま
す
が
、
運
用
商
品
に

は
元
本
が
確
保
さ
れ
る
預
貯
金
、
保
険
商

品
と
、
運
用
成
績
で
変
動
す
る
投
資
信
託

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
か
ら
複
数
の

商
品
を
選
ぶ
こ
と
も
可
能
で
す
。
選
択
し

た
運
用
商
品
は
、
基
本
的
に
い
つ
で
も
変

更
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

お
じ
い
さ
ん
か
ら
の
一
押
し

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
運
用
は

加
入
者
が
自
ら
の
責
任

で
行
う
か
ら
、
運
用
方

法（
運
用
商
品
）は
じ
っ
く
り
選
ん
で

決
め
る
の
だ
ぞ
。

　  

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の 

メ
リ
ッ
ト
は
？

➡

A2
３
つ
の
税
制
優
遇
措
置

が
あ
り
ま
す
。

１
つ
目
は
、
掛
金
の
全
額
所
得
控
除
。

た
と
え
ば
、
毎
月
１
万
円
ず
つ
掛
金
を
拠

出
し
た
場
合
、
税
率
20
％
と
す
る
と
、
年

間
２
万
４
０
０
０
円
の
節
税
効
果
が
あ
り

ま
す
。
も
し
35
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
25
年

間
掛
け
続
け
た
ら
、
そ
の
金
額
は
総
額
６

０
万
円
に
上
る
で
し
ょ
う
。

２
つ
目
は
、
運
用
益
も
非
課
税
で
再
投

資
さ
れ
る
こ
と
。
通
常
、
金
融
商
品
の
運

用
益
に
は
税
金（
源
泉
分
離
課
税
20
・
３
１

５
％
）が
か
か
り
ま
す
が
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の

運
用
益
は
現
在
非
課
税
に
な
っ
て
い
ま
す
。

３
つ
目
は
、
受
け
取
る
と
き
の
税
制
優

遇
措
置
。
老
齢
給
付
金
を
一
時
金
と
し
て

受
け
取
る
場
合
は
退
職
所
得
控
除
、
年
金

と
し
て
受
け
取
る
場
合
は
公
的
年
金
等
控

除
と
い
う
大
き
な
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す

（
図
表
２
）。

お
じ
い
さ
ん
か
ら
の
一
押
し

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
始
め
る

際
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
納

得
で
き
る
ま
で
調
べ
る
の
だ
ぞ
。

　
給
付
方
法
や 

給
付
要
件
は
？

➡

図表2　iDeCo3つの税制優遇

Q2

Q3

例えば、毎月2万円ずつ掛金を
拠出した場合、税率20％とすると、

年間4万8千円の
節税効果となります。

通常、金融商品の運用益には
税金（源泉分離課税20.315％）が

かかりますが、iDeCoの
運用益は非課税です※。

一時金は「退職所得控除」、
年金は「公的年金等控除」という
大きな控除が受けられます。

※積立金には別途1.173％の特別法人税が
　かかりますが、現在まで課税が凍結されています。

掛金が
全額所得控除されます

運用益も非課税で
再投資されます

受け取るときも
税制優遇措置があります

特集	
10分でマスターする

	 個人型確定拠出年金（iDeCo）の基礎知識

(C) 2016 日本医療企画.



14142016.12  厚生労働

　
給
付
の
種
類
は
、
老
齢

給
付
金
、
障
害
給
付
金
、

死
亡
一
時
金
の
３
つ
で

す（
図
表
３
）。

老
齢
給
付
金
と
障
害
給
付
金
の
給
付
方

法
は
い
ず
れ
も
５
年
以
上
20
年
以
内
の
有

期
年
金
で
、
年
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

一
時
金
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
運
営
管
理
機
関
の
な
か
に
は
終
身
年

金
を
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
よ
く
調
べ
ま
し
ょ
う
。
死
亡
一
時
金

の
給
付
方
法
は
一
時
金
で
す
。

給
付
要
件
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
老

齢
給
付
金
は
、
加
入
期
間
な
ど
に
応
じ
て

受
給
で
き
る
年
齢
が
異
な
り
ま
す
。
た
と

え
ば
10
年
以
上
の
場
合
は
60
歳
、
８
年
以

上
10
年
未
満
の
場
合
は
61
歳
と
な
っ
て
い

ま
す
。

障
害
給
付
金
は
、
70
歳
に
達
す
る
前
に

傷
病
に
よ
っ
て
一
定
以
上
の
障
害
状
態
に

な
っ
た
加
入
者
な
ど
が
、
そ
の
状
態
で
一

定
期
間（
１
年
６
カ
月
）を
経
過
し
た
場

合
、
受
給
が
で
き
ま
す
。

死
亡
一
時
金
は
、
加
入
者
な
ど
が
死
亡

し
た
と
き
に
、
そ
の
遺
族
が
受
け
取
れ
ま

す
。お

じ
い
さ
ん
か
ら
の
一
押
し

　
自
分
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

い
つ
か
ら
受
給
し
た
い

の
か
を
考
え
、
加
入
期
間
を
検
討
す

る
の
だ
ぞ
。

Ｑ＆Ａ 仕組みと改正内容を学ぼう

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の 

注
意
す
る
点
は
？

➡
　

運
営
管
理
機
関
が
さ
ま

ざ
ま
な
運
用
商
品
を
用

意
し
て
い
ま
す
が
受
け

取
れ
る
金
額
は
運
用
成
績
に
よ
っ
て

変
わ
る
こ
と
か
ら
、
よ
く
考
え
て
選

ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。

確
定
拠
出
年
金
は
、
老
後
の
資
産
形
成

を
目
的
と
し
た
年
金
制
度
な
の
で
、
税
制

優
遇
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
原
則
60
歳
ま
で
は
引
き
出
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

手
数
料
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。
加
入

時
の
手
数
料
や
毎
月
の
口
座
管
理
費
な

ど
、さ
ま
ざ
ま
な
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

ど
れ
く
ら
い
手
数
料
が
か
か
る
の
か
は
、

運
営
管
理
機
関
や
国
民
年
金
基
金
連
合
会

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
し
っ
か
り
確
認
を

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
場

合
も
要
注
意
で
す
。
確
定
拠
出
年
金
は
公

的
年
金
に
上
乗
せ
す
る
年
金
な
の
で
、
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
者
が
掛
金
を
拠
出
す
る

に
は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
要
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。だ
か
ら
、

国
民
年
金
基
金
連
合
会
は
毎
年
３
月
に
前

図表3　iDeCoの給付

Part

1

年
１
〜
12
月
の
保
険
料
の
納
付
状
況
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い

な
い
月
に
掛
金
が
拠
出
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
た
場
合
、
保
険
料
未
納
月
の
掛

金
相
当
額
を
還
付
し
ま
す
。

還
付
が
発
生
し
た
際
に
は
、
還
付
金
の

う
ち
か
ら
手
数
料
１
０
２
９
円
が
差
し
引

か
れ
る
こ
と
も
覚
え
て
お
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

お
じ
い
さ
ん
か
ら
の
一
押
し

　
手
数
料
は
各
運
営
管
理

機
関
に
よ
っ
て
異
な
る

か
ら
、
申
込
み
を
す
る

前
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
の
だ
ぞ
。

　
な
ぜ
法
改
正
が
行
わ
れ

た
の
？　
特
に
変
わ
っ

た
点
は
？➡

　
今
回
の
法
改
正
は
、「
働

き
方
の
多
様
化
等
に
対

応
し
、
企
業
年
金
の
普

及
・
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
老
後

に
向
け
た
個
人
の
継
続
的
な
自
助
努

力
を
支
援
す
る
」こ
と
が
目
的
で
す
。

一
番
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
れ
ま
で

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
者
は
自
営
業
者
や
企

Q4A4

Q5A5

個人型確定拠出年金は、以下の各種の方法により、給付を受けることができます。
老齢給付金 障害給付金 死亡一時金

給付方法 5年以上20年以内の有期年金（終身年金を取り扱っている運営管理機関もあります）
※年金の全部または一部を、一時金として受けとることも可能 一時金

給付要件

加入期間などに応じて、受給できる年齢が異なります
10年以上　　　　  ⇒ 60歳
8年以上10年未満  ⇒ 61歳
6年以上18年未満  ⇒ 62歳
4年以上16年未満  ⇒ 63歳
2年以上14年未満  ⇒ 64歳
1月以上12年未満  ⇒ 65歳

70歳に達する前に傷病
によって一定以上の障害
状態になった加入者等
が、傷病が続いた状態で
一定期間（1年6カ月）を
経過した場合に受給可能

加入者等が死亡したと
きに、その遺族が受給
可能

※このほかに、一定の要件を満たした場合、脱退一時金の支給を受けることができます

A3

(C) 2016 日本医療企画.
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個人型確定拠出年金の愛称が 
「iDeCo（イデコ）」に決定しました

応募総数は4300件超
厚生労働省がオブザーバーとして参加している確定拠出年金普及・推進協議会は、9月16日、

個人型確定拠出年金の愛称を「iDeCo（イデコ）」に決定しました。
この愛称募集は、8月1〜21日にかけて実施。応募総数は4351件でした。このなかから、

愛称選定委員会（表）により選ばれ、同協議会により決定されました。
選ばれた「iDeCo」は、30代女性会社員が応募したもので、選定理由は次のとおりです。

①英語表記の「individual-type Defined Contribution pension plan」の単語の一部から構成
され、個人型確定拠出年金をうまく表している。また、「i」には「私」という意味が込められており、
自分で運用する年金の特徴を捉えていること。

②「イデコ」は親しみやすい響きで、小文字と大文字の交互の組み合わせがスタイリッシュでおしゃ
れな印象を与えること。
愛称決定に際し、橋本岳厚生労働副大臣は「皆さんの口に上りやすい、いい愛称を選んでいた

だいた。老後を支える大事な仕組みとして、多くの方にiDeCoにご加入いただき、老後を見据
えた生活設計に役立てていただきたい」と述べました。

今回決まった愛称「iDeCo」は今後、同協議会などが作成するポスターやチラシなどの各種広
報媒体で使用するほか、金融機関などの商品広報媒体、報道の機会に利用してもらい、個人型
確定拠出年金の認知度向上に活かす予定です。

Column

表　愛称選定委員会

新井聡氏 運営管理機関連絡協議会会長会社
（野村證券株式会社常務）

井戸美枝氏 井戸美枝事務所代表

杉山愛氏 スポーツコメンテーター

藤沢久美氏 シンクタンク・ソフィアバンク代表

山崎泰彦氏 神奈川県立保健福祉大学名誉教授

杉山愛さん（右）とともに、愛称のパネルを掲げる橋
本厚生労働副大臣

続
き
等
を
大
幅
に
緩
和
し
た『
簡
易
型
確

定
拠
出
型
年
金
制
度
』を
創
設
、
②
中
小

企
業
に
限
り
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に

加
入
す
る
従
業
員
の
拠
出
に
追
加
し
て
事

業
主
拠
出
を
可
能
と
す
る『
個
人
型
確
定

拠
出
年
金
へ
の
小
規
模
事
業
主
掛
金
納
付

制
度
』を
創
設
、
③
確
定
拠
出
年
金
の
拠

出
規
制
単
位
を
月
単
位
か
ら
年
単
位
と
す

る
改
正
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、確
定
拠
出
年
金
の
運
用
の
改
善

の
た
め
に
、①
運
用
商
品
を
選
択
し
や
す
い

よ
う
、
継
続
投
資
教
育
の
努
力
義
務
化
や

運
用
商
品
数
の
抑
制
等
、
②
あ
ら
か
じ
め

定
め
ら
れ
た
指
定
運
用
方
法
に
関
す
る
規

定
の
整
備
を
行
う
改
正
も
さ
れ
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
か
ら
の
一
押
し

　
転
職
や
退
職
を
考
え
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ

い
て
も
確
認
し
て
お
く
の
だ
ぞ
。

業
年
金
を
持
た
な
い
会
社
員
な
ど
に
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
来
年
１
月
か
ら
は
企

業
年
金
を
実
施
し
て
い
る
企
業
に
勤
め
て

い
る
人
や
専
業
主
婦
、
公
務
員
な
ど
、
基

本
的
に
誰
で
も
加
入
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
点
で
す
。

た
だ
し
、
拠
出
限
度
額
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
り
ま
す
。
専
業
主
婦
な
ど
第
３
号
被
保

険
者
は
年
額
27
・
６
万
円（
月
額
２
・
３

万
円
）、
公
務
員
や
私
学
共
済
の
加
入
者
、

企
業
型
確
定
拠
出
年
金
以
外
の
企
業
年
金

に
加
入
し
て
い
る
者
は
年
額
14
・
４
万
円

（
月
額
１
・
２
万
円
）、
企
業
型
確
定
拠
出

年
金
の
み
に
加
入
し
て
い
る
人
は
年
額
24

万
円（
月
額
２
万
円
）で
す
。

ま
た
、
転
職
時
の
積
立
資
産
の
ポ
ー
タ

ビ
リ
テ
ィ
も
拡
充
さ
れ
た
た
め
、
よ
り
使

い
や
す
い
仕
組
み
に
な
り
ま
す（
施
行
は

公
布
か
ら
２
年
以
内
）。
具
体
的
に
は
、

企
業
型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
者
が
転
勤

す
る
と
き
や
退
職
す
る
と
き
、
こ
れ
ま
で

積
み
立
て
て
き
た
個
人
ご
と
の
年
金
資
産

（
個
人
別
管
理
資
産
）を
転
職
先
の
企
業
が

実
施
し
て
い
る
確
定
給
付
企
業
年
金
等
に

移
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
者
が
確
定
給
付
企
業

年
金
等
を
実
施
し
て
い
る
企
業
に
転
職
す

る
と
き
も
同
様
に
可
能
で
す
。

ほ
か
に
も
、
企
業
年
金
の
普
及
・
拡
大

を
目
的
に
、
①
事
務
負
担
等
に
よ
り
企
業

年
金
の
実
施
が
困
難
な
中
小
企
業（
従
業

員
１
０
０
人
以
下
）を
対
象
に
、
設
立
手
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